
【重要】教育学部・教育学研究科施設の部分開放について 

 

東北大学行動指針がレベル１へ引き下げられたことに伴い、 

教育学部・教育学研究科の施設を部分開放いたします。 

学生(他部局含む)及び学外者の研究棟内立ち入りにあたっては、 

下記のメールアドレスまたはＱＲコードかＵＲＬから、 

事前に教育学部 COVID-19 対策本部まで連絡してください。 

（立ち入りに関し問い合わせることがありますのでご承知おきください。） 

 

メールアドレス：taisaku_sed@grp.tohoku.ac.jp 

ＱＲコード 

 

「学生用」         「学外者用」 

            

ＵＲＬ 

「学生用」                「学外者用」 

 https://bit.ly/3dVxCZT    https://bit.ly/38teK3q  

                

※学生のアクセスには東北大学全学メール（ＤＣメール）で Google への

ログインが必要です 

※各施設の入退室時には、施設の入口に掲示しているＱＲコード等から入    

退室記録等をあらためて登録してください。 

 

mailto:taisaku_sed@grp.tohoku.ac.jp
https://bit.ly/3dVxCZT
https://bit.ly/38teK3q


＜＜施設の部分開放について＞＞ 
 

（１）学生への施設開放 

   次のいずれかに当てはまる場合に限り、必要最小限の時間で、施設の利用を許可します。 

ただし、発熱等、体調不良の場合の利用は禁止します。（体調回復後４８時間経過までは入構を 

控えてください。） 

  １）オンライン授業を視聴するにあたって、自宅等でのネットワーク環境が不十分であること。 

    →本学部・研究科では Wi-fiルーターの貸出をしておりますので、まずはこの利用をお勧め 

します。 

２）研究を行うにあたって、本建物内の施設を利用する必要があること。      

３）ＴＡ，ＥＴＡ，ＡＡ、ＲＡ業務のために本建物内の施設を利用する必要があること。 

 

（２）開放する施設 

   

※各施設とも次の場合の利用は認められません。 

  ・勉強会、自主ゼミ等 

  ・課外活動 

 

（３）開放期間 

令和２年６月２５日（木）～  

 

（４）利用方法 

１）施設利用時はマスクを着用してください。 

２）各教室では、椅子のある席を利用し、場所を動かさないでください。 

３）利用時は、窓・入口ドアを開放して換気してください。 

４）パソコンから音声出力する際は、イヤホンを使用してください。 

５）利用する際は、他者との会話は極力控えてください。 

６）教室等の入退室時は必ず QRコードまたは URLで入退室を登録してください。 

７）利用前後は、消毒液、ペーパータオルで机、椅子、ドアの消毒を行ってください。 

また、最後の退室者は窓を閉め、消灯してください。 

８）オンライン授業視聴等のために他学部・他研究科が管理する施設へ行かないてください。（ただし、

川内北キャンパス内の開放が許可されている教室は利用可能です） 

９）定期的に職員が巡回します。職員から指示がある場合は指示に従ってください。 

 

令和２年６月２５日（7月１５日更新） 

 東北大学教育学部・教育学研究科 

施設名 開放時間 申請について 備考 

コンピュータ実習室

（６階） 
9～17時 

事前に教育学部

COVID-19 対 策

本部へ申し出る

こと 

 

 

自習室（６階）  

各コースの演習室 

指導教員に確認のこと 
・大学院生に限る 

・演習室・院生室での授業の受講は不可 
院生室 

３０６教室 9～17時 
・当該教室で授業収録が行われている場

合は別の教室を案内します。 

図書室 
火～金曜日(平日) 

9～12時・13～16時 
・共用 PCは利用不可 


